
議案第１８９号 

さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２６年１１月２６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例 

さいたま市衛生関係事務手数料条例（平成１３年さいたま市条例第３１２号）の一

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事務の種類 手数料の額

１～３４ ［略］ 

３５ 医薬品医療機器等法

第３９条第１項の規定に

よる高度管理医療機器等

の販売業又は貸与業の許

可の申請に対する審査

１件につき ３

５，７００円

３６ ［略］

３７ 医薬品医療機器等法

第４０条の５第１項の規

定による再生医療等製品

の販売業の許可の申請に

対する審査

１件につき ３

５，７００円

３８ 医薬品医療機器等法

第４０条の５第４項の規

定による再生医療等製品

の販売業の許可の更新の

申請に対する審査

１件につき １

４，１００円

３９ ［略］

４０ ［略］

４１ ［略］

事務の種類 手数料の額

１～３４ ［略］ 

３５ 医薬品医療機器等法

第３９条第１項の規定に

よる高度管理医療機器等

の販売業又は貸与業の許

可の申請に対する審査

１件につき ２

９，０００円

３６ ［略］

３７ ［略］

３８ ［略］

３９ ［略］



４２ ［略］

４３ ［略］

４４ ［略］ 

４５ 医薬品医療機器等法

施行令第４５条第１項の

規定による医薬品の販売

業の許可証、高度管理医

療機器等の販売業若しく

は貸与業の許可証又は再

生医療等製品の販売業の

許可証の書換え交付

 ［略］

４６ 医薬品医療機器等法

施行令第４６条第１項の

規定による医薬品の販売

業の許可証、高度管理医

療機器等の販売業若しく

は貸与業の許可証又は再

生医療等製品の販売業の

許可証の再交付

４７ ［略］ 

４８ ［略］

４９ ［略］

５０ ［略］

５１ ［略］

５２ ［略］

５３ ［略］

５４ ［略］

５５ ［略］ 

５６ ［略］

５７ ［略］

４０ ［略］

４１ ［略］

４２ ［略］

４３ 医薬品医療機器等法

施行令第４５条第１項の

規定による医薬品の販売

業の許可証又は高度管理

医療機器等の販売業若し

くは貸与業の許可証の書

換え交付

 ［略］

４４ 医薬品医療機器等法

施行令第４６条第１項の

規定による医薬品の販売

業の許可証又は高度管理

医療機器等の販売業若し

くは貸与業の許可証の再

交付

４５ ［略］

４６ ［略］

４７ ［略］

４８ ［略］

４９ ［略］

５０ ［略］

５１ ［略］

５２ ［略］

５３ ［略］

５４ ［略］

５５ ［略］

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のさいたま市衛生関係事務手数料条例別表第３５項の規定

は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に

係る手数料については、なお従前の例による。 


